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生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

緊急地震速報の伝達試験 

　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送
られてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム
（Jアラート）により皆さんにお伝えするための試
験を行います。 
　災害発生時に落ち着いた行動をとるためには、
日ごろから身を守る訓練をすることが大切です。
各家庭で地震の備えや身を守る行動を確認し
ましょう。 

 
 
【問 合 先】 

※笠松町以外の地域でも、全国的に同様な情
報伝達試験が実施されます。 

総務課　蕁388‐1111

福祉医療費受給者証（母子家庭等・
父子家庭）更新の手続きを 

 
 
 
 
 
 
 
 
【受付期間】 
【持 ち 物】 
 
 
 
 
 
 
【申請・問合先】 

　福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家
庭）をお持ちの方は、10月31日（木）で有効期限
が満了となりますので、更新の手続きが必要です。 
　更新の手続きをされないと、11月から医療費
の助成が受けられなくなりますので、必ず手続き
をしてください。 
　郵便での申請も受け付けます。詳しくは、お
送りする更新案内をご覧ください。 

10月4日（金）～31日（木） 
 

・更新案内兼申請書 
・印鑑（朱肉を使用するもの） 
・健康保険証 
・振込先金融機関の預金通帳など 
・個人番号（マイナンバー）が確認できるもの 
（通知カード、個人番号カードなど） 

住民課　蕁388‐1115

こころの健康相談 

 
 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
【相 談 料】 
【予約・問合先】 

　岐阜保健所では、精神科の専門医による相
談を開催しています。相談することで解決の糸
口が見つかるかもしれません。 
　ご本人に限らずご家族からの相談もお受け
します。また、相談者のプライバシーに配慮し、
秘密は厳守します。 
　完全予約制ですので、相談を希望される場
合は必ず事前に予約してください。 

11月11日（月） 
午後2時～3時（1人30分） 
福祉健康センター 
原則、精神科の主治医のいない方
やその家族 
無料 

岐阜保健所 
健康増進課保健予防係 
蕁380‐3004

10月14日（月）～20日（日）は行政相談週間 

　毎日の暮らしの中で、役所やNTT、郵便局などの特殊法人の仕事に不満を感じたことや、説明に
納得できなかったということはありませんか。 
　そんな皆さまの声を総務大臣が委嘱した行政相談委員がお聴きします。 
　町では、岩田 修さんと杉山 佐都美さんが行政相談委員に委嘱され、その解決と実現を図るため、
毎月第2金曜日（10月を除く）に行政相談窓口を開設し、相談を受け付けています。 
　また、10月16日（水）は、「特別町民合同相談」を開設し、相談に応じます。 
　秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。 
　なお、総務省岐阜行政監視行政相談センターでは、開庁日に行政相談窓口「きくみみ岐阜」を開
設し、相談を受け付けています。 
【行政相談（行政苦情110番）の受付】岐阜合同庁舎（岐阜市金竜町5‐13）　蕁246‐1100

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

11月5日（火）午前10時ごろ 
「緊急地震速報。大地震です。大地震です。
これは訓練放送です。」と3回繰り返し放送
されます。 
各家庭の戸別受信機と屋外子局スピーカー
から、試験放送が一斉に流れます。 

　岐阜県では、明治24年10月28日に濃尾
地震が発生したことから、毎年10月28日を「岐
阜県地震防災の日」と定めています。 
　地震が発生したとき、被害を最小限にお
さえるには、一人ひとりが適切な行動をとる
ことが大切です。 
　避難場所や家族との連絡方法の確認、
非常用持出袋を点検するなど、災害に備え
て準備をしておきましょう。 

岐阜県地震防災の日 

10月16日（水）・17日（木）は特別町民合同相談 

【問 合 先】 総務課　蕁388‐1111

※相談は、すべて無料です。 
※法律相談を希望される方は、10月8日（火）までに総務課へお申込みください。 
　また、時間の関係上、相談は8人までとし、定員を超える場合は抽選となります。 

区分 相談員 
法律相談 
（予約制） 

行政相談 

心配ごと相談 
人権相談 

弁護士 

行政相談委員・ 
岐阜行政監視行政相談 
センター職員 
民生委員・児童委員 
人権擁護委員 

相談日 

10月16日（水） 

10月17日（木） 

相談時間 

午前10時 
～午後3時 

場所 

福祉会館 
2階 

内容 

取引・離婚などの法律的なこと 

国の行政機関やNTTなどの特殊
法人の仕事に対する要望・苦情 

家庭内・近隣の心配ごとなど 
嫌がらせ・名誉きそんなど 

シートベルト・ 
チャイルドシート 
着用強調月間 

　10月は「シートベルト・チャイルドシート着
用強調月間」です。 
　シートベルトやチャイルドシートは、交通事
故発生時の被害防止や軽減に欠かすこと
ができません。車に乗ったら、後部座席を含
む全ての座席で着用を習慣付けましょう。 
　また、万が一の交通事故のとき、子どもを
守れるのはチャイルドシートです。大切なお
子さんを守るために、必ず着用しましょう。 

講演会「和食で健康に過ごそう」 

 
 
 
 
【日　　時】 
 
【講　　師】 
 
【場　　所】 
【入 場 料】 
【主　　催】 
【問 合 先】 

　かさまつMIRAI塾が主催する講演会「和食
で健康に過ごそう」を開催します。 
　身近で親しみやすい内容になっていますので、
お誘い合わせの上、お気軽にお越しください。 

10月27日（日） 
午後1時30分～3時30分 
岐阜薬科大学名誉教授 
葛谷 昌之氏 
笠松中央公民館3階　大ホール 
無料（申込み不要） 
かさまつMIRAI塾 
かさまつMIRAI塾 勅使川原 久貴子 
蕁090‐1293‐4021

食料 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

今月のテーマ 

　10月は「世界食料デー」月間です。 
　日本では食べられるのに捨てら
れる食べ物、いわゆる「食品ロス」
が年間約640万トン廃棄されていま
す。食品ロスを減らすために、食べ
物は無駄なく、大切に消費しましょう。 

ぎふ食育キャラクター 
ぎふめぐみん 

令和元年10月1日　第1109号 令和元年10月1日　第1109号 


